
在留外国人と地域住民との交流を
促進する取組等を支援します！

（令和６年度 かごしま多文化共生社会推進事業補助金 募集要項）

１ 趣旨
県では，地域において，国籍や民族など異なる人々が，お互いの文化

的な違いを認め合い，地域社会の一員として共に生きていく多文化共生
社会の実現を図るため，自治会等が実施する，在留外国人が住みやすく，
また，在留外国人と地域住民との交流を促進する取組等を支援します。

２ 応募できる団体
自治会（地縁による団体），特定非営利活動法人，各国友好団体等で

あって，次に掲げるすべての要件を満たす団体です。
(1) 県内に主たる事務所又は活動の拠点を有する団体であること。
(2) 一定の規約を有し，かつ，代表者が明らかであること。
(3) 明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められるこ
と。

(4) 当該年度内に事業が完遂できると認められること。
(5) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 宗教活動や政治活動を目的とする団体
イ 特定の公職者（候補者含む。）又は政党を推薦・支持・反対する
ことを目的とする団体

ウ 暴力団，又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体

３ 対象となる事業
在留外国人が住みやすく，また，在留外国人と地域住民の交流を促進

する以下のような取組を行う事業へ補助を行います。
(1) 在留外国人と地域住民との交流を促進する取組
(2) 在留外国人が日本文化や県内の歴史・自然等を体験する取組
(3) 在留外国人の日本語能力の向上に繋がる取組
(4) その他，当事業の趣旨に即した取組
なお，次のいずれかに該当する事業は，対象となりません。
ア 同一事業で，他の補助金や委託費等の交付を受ける事業
イ 外国人材の受入れ先の企業や監理団体が実施する事業
ウ 在留外国人が参加しない事業

【次のような取組に活用できます～ウクライナ避難者への支援にも活用できます～】

☆在留外国人と地域住民との
バスツアーで鹿児島の良さを再発見！（バス借上料ほか）

☆技能実習生と子ども食堂の子ども達と
動物園を散策＆交流（バス借上料・入園料ほか）

☆外国人労働者や留学生が伝統芸能体験（謝金ほか）

☆在留外国人への料理・茶道・書道教室（材料代・謝金ほか）

☆在留外国人への日本語教室（教材代・謝金ほか）



４ 補助額

上限 補助額

別紙「補助対象となる経費一覧表」に掲げる

10万円 経費の10分の10以内の額で，仕入控除税額
（※１）を減額した額（千円未満切り捨て）

※１ 当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助
対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち，消費税法
（昭和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税額とし
て控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第
226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額
の金額）

※２ 参加料の徴収や事業の成果物の販売など，事業実施に伴い収入の見
込みがある場合は，あらかじめその金額を収支予算書で明らかにし
てください。補助対象は，これらの収入を控除した額になります。

５ 補助件数
20件程度

６ 事業の実施期間
補助金交付決定日から令和７年２月16日（日）までの期間とします。

７ 補助対象経費
事業を実施するために直接必要となる経費，詳細は別紙のとおり。

８ 募集期間と応募方法
(1) 募集期間

令和６年５月20日（月）～令和７年1月31日（金）まで（※当日消
印有効）

(2) 応募方法
電子メール又は郵送
※郵送の場合，可能な団体は，下記(3)のア～ウを電子メールでも
提出してください。

(3) 応募書類
応募書類は，別紙記載要領及び記載例を十分確認の上，作成してく

ださい。
ア かごしま多文化共生社会推進事業応募書（第１号様式）
イ 事業計画書（第１号様式別紙１）
ウ 収支予算書（第１号様式別紙２）
エ 添付書類
(ア) 団体等の規約等（A4版とします。書式は自由）
(イ) 団体等の直近１年間の事業報告書及び収支報告書，又はこれ
に代わるもの

(ウ) このほか，団体等の活動及び本事業の内容を理解するために
参考となる資料があれば添付すること。
※提出書類の様式は，県のホームページに掲載しますので御利用
ください。また，提出された書類はお返しできませんので御了
承ください。

９ 審査・選考
(1) 審査・選考

審査及び選考は，県において行います。



(2) 事業内容等の確認
審査は，応募書類の内容に基づき行います。
なお，書類確認のために電話等で問い合わせることがありますが，

この場合も応募書類になかった内容を追加することはできません。
(3) 審査基準
ア 事業目的

事業の目的が明確で，在留外国人が住みやすく，また，在留外国
人と地域住民の交流を促進する取組等であるか。

イ 事業内容の実現性
事業内容や実施体制は，具体的で実現可能な事業であるか。

ウ 収支計画の妥当性
収支計画は，事業内容に見合っており，補助金が有効に活用され

るものとなっているか。
エ 事業の継続性

事業終了後も，事業成果を活かした取組が行われることが見込ま
れるか。

オ 上記のほか，参加する在留外国人数等を総合的に勘案することと
する。

(4) 選考結果
選考結果は，全応募団体等に対して，文書でお知らせいたします。
また，採用された団体については，県のホームページに団体名及び

事業内容を掲載します。
(5) 実施条件

選考に当たっては，実施方法や事業費等について，条件を付す場合
があります。

10 補助金の申請及び交付
(1) 補助金の交付申請

選考の結果，補助対象としてお知らせした団体には，次の書類を提
出していただき，それに基づき補助金の交付決定を行います。（様式
は，「補助金交付要綱」にて，別途定めます。）
ア 交付申請書
イ 事業計画書
ウ 収支予算書
エ 添付書類
(ア) 県税の納付証明書（県税の未納がないことを証明するもので，
地域振興局・支庁の県税課（鹿児島地域振興局は県税管理課）で
発行します。）

(イ) 団体等の規約等（A４版とします。書式は自由です。）
(ウ) 団体等の直近１年間の事業報告書及び収支報告書，又はこれに
代わるもの。

(エ) このほか，対象となる事業の内容を理解するために参考となる
る資料があれば添付すること。

(2) 補助金の交付
補助金の交付は精算払にて行います。

11 会計処理等
(1) 会計区分

本事業の会計は，実施団体の他の経理と明確に区分するものとしま
す。

(2) 会計帳簿類の保管
会計帳簿類（証拠書類含む。）を，本事業の完了した日の属する会計



年度の終了後５年間，県の求めに応じていつでも閲覧に供することがで
きるように保管するものとします。

12 実績報告
対象となる事業が完了してから15日以内又は令和７年２月末日(金)の

いずれか早い日までに，次の書類を提出してください。
（様式は「補助金交付要綱」にて，別途，定めます。）
(1) 実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 収支精算書
(4) 対象経費の支出を証する帳票等（領収書等）の写し
(5) 事業の実施状況の写真，事業で作成した報告書・資料・チラシ等

13 情報公開・情報提供
(1) 県における情報公開等

事業の実施状況及び実績の概要等を県のホームページ等で公開しま
す。

(2) 実施団体における情報提供
実施団体は，活動状況等について積極的な情報公開・情報提供をお

願いします。

14 事業のスケジュール

※交付決定後は速やかに事業に着手し，適切な執行に努めてください。

15 問合せ及び応募先
鹿児島県 男女共同参画局 くらし共生協働課 多文化共生推進班
林，本田
（〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号 県庁９階）
TEL：099-286-2546，FAX：099-286-5524
E-mail：co-exist@pref.kagoshima.lg.jp

募集 ■　募集開始期間

【令和６年５月２０日（月）～令和７年１月３１日（金）】

（募集要項・応募用紙を県ホームページに掲載等）　

審査・選考 【随時】　

■　応募事業の審査による実施事業の採択

■　選考結果の通知　　

補助金交付申請 【随時】

■　補助金交付申請書の提出

事業実施 【交付決定日～令和７年２月１６日（日）】

■　事業計画書に基づく事業の実施

事業完了 【事業完了後15日以内，又は令和７年２月末日(金)のいずれ

か早い日まで】

■　実績報告書の提出及び補助金の額の確定（精算）


